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号
証

作成年月日 作成者 立証趣旨 備考

甲
170
の1

東京電力福島原
子力発電所にお
ける事故調査・検
証委員会（ウェブ
サイトの印刷物）

写 東電福島原
発事故調査・
検証委員会

東電福島原発事故調査・検証委
員会が２０１２年７月２３日に最終報
告書を出した事実。

甲
170
の２

最終報告（資料
編）　資料Ⅱ－１
－１主要施設、設
備の被害状況に
関する検証結果
報告（抄）（表紙、
資料Ⅱ－１－１表
紙、同目次、５０
頁、１３５～１３６
頁、２１６～２１７
頁）

写 ２０１２年７月
２３日

東電福島原
発事故調査・
検証委員会

東電福島原発事故調査・検証委
員会の最終報告書資料集におい
て、福島第一原発事故１号機では
地震当日中、２号機及び３号機で
は地震の３日後までには、格納容
器またはその周辺部にその閉じ込
め機能を損なうような損傷が生じて
いた可能性が極めて高いという事
実が指摘されている事実。

甲
171

日本経済新聞記
事

写 2017年6月11
日

日本経済新
聞社

セシウムは気化あるいは水に溶け
ない微粒子（セシウムボール）とし
て大気中に拡散すること。

標　　　　　　　　目
（原本・写しの別）
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